
（公社）角田市農業振興公社ホームページリニューアル業務委託 

に係る委託業者選定要領 

１．業者選定方式 

  当該業務を委託するのに最も適した技術力、想像力、経験などを備えた業者を選定するため、書類審

査と企画提案書及び内容説明によるプロポーザルのヒヤリング審査を行う。 

２．書類審査 

  令和４年１０月３日（月）に企画提案書等が仕様書内容を満たしているかの書類審査を行う。 

３．ヒヤリング審査 

  令和４年１０月３日（月）に次の頃の審査委員会を開催し次のとおりヒヤリング審査を行う。 

（１）審査は、第１次審査及び第２次審査の２段階で行う。 

（２）第１次審査は、企画提案書とプレゼンテーション並びにヒヤリングの結果をもとに各評価項目

について評価基準に従い評価点数により評価する。 

（３）第２次審査は、第１次審査の結果をもとに審査委員の合議により行う。 

４．ヒヤリング審査委員会 

審査会 所属 職 氏名 

委員長 角田市農業振興公社 局長 赤坂 誠 

副委員長 角田市農業振興公社 次長 齋 正昭 

審査委員 角田市農業振興公社 主事 毛利 伝一 

角田市農業振興公社 主事 加藤 厚志 

角田市農業振興公社 主事 佐藤 裕美 

角田市農林振興課農政係兼 

角田市農業振興公社 

事業担当 秋山 英輝 

５．評価項目及び評価基準 

  第１次審査における評価項目及び評価基準は、別紙の評価シートによる。 

６．第２次審査 

  第２次審査は、第１次審査の結果を参考にして審査委員の合議により総合的に判断して

審査する。 

 


